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令和５年度第１９回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年１月１６日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２６〕 

① 件  名 

第３期石巻市中心市街地活性化基本計画掲載事業の一部変更について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 本市では現在、令和２年３月に内閣総理大臣の認定を受けた第３期石巻市中心市街地活性化基本

計画（計画期間：令和２年４月～令和７年３月）に基づき、中心市街地における都市機能の回復及び

更なる活性化を目指している。 

【目的】 

新規事業を追加することにより、中心市街地の更なる活性化を図るほか、現在掲載している事業

の進捗状況等に合わせて記載内容を変更することにより、市民に対する正確な情報発信を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第４章 多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち 

第１節 賑わいと活気にあふれる商工業の振興 

４  中心市街地活性化を推進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年 ３月 第３期石巻市中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定 

令和３年 ３月 計画記載事項の変更認定 

令和４年 ３月 計画記載事項の変更認定 

令和５年 ３月 計画記載事項の変更認定 

１１月 内閣府地方創生推進事務局と事前相談 

令和６年 １月 石巻市中心市街地活性化協議会から意見聴取 

⑤ 主な内容 

以下の内容について記載を変更するもの。なお、計画の基本的事項（計画期間、コンセプト、基本

方針、目標指標等）に関する変更は行わない。 

 

１ 新規事業の追加 

 
事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 
事業の概要 

１ 

【事業名】 

マンガクリエイター

支援事業 

【内容】 

「いしのまき MANGA 

Lab.ヒトコマ」にお

いて実施される創

作体験事業等に対

して助成を行う。 

【実施時期】 

令和５年度～ 

市（観光課） 【位置付け】 

中心市街地の交流人口拡大に係

る拠点として、「いしのまき

MANGA Lab.ヒトコマ」で行う漫

画の創作体験活動や講習など、

中心市街地の活性化を図る事業

に対し、助成を行う。 

【必要性】 

 本事業は、２施設の利用者数、

歩行者・自転車通行量に効果の

ある事業である。 

【支援措置】 

中心市街地活性化ソ

フト事業 

【支援措置の実施時

期】 

令和６年度 
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２ 事業内容の変更 

(1) 事業実施期間の変更 

(2) 支援措置の変更 

(3) その他の理由による記載の修正 

(4) 関連する会議等の開催情報の更新 

(5) 上記に伴うその他必要な記載の修正 

 

※主な変更点 

 
 

 事業名 変更点 

１ 中瀬公園整備 
【事業実施時期の変更】 

令和２年度～令和７年度→令和２年度～令和９年度 

２ 住吉公園整備事業 

【事業実施時期の変更】 

（平成２５年度～令和３年度→平成２５年度～令和４年度） 

※事業終了 

３ 旧観慶丸商店保存活用事業 
【事業実施時期の変更】 

平成３０年度～令和４年度→平成３０年度～ 

４ 文化財・旧町名表示事業 
【事業実施時期の変更】 

平成２７年度～令和４年度→平成２７年度～ 

５ 
旧石巻ハリストス正教会教

会堂活用事業 

【事業実施時期の変更】 

令和２年度～令和７年度→令和２年度～ 

６ 移住相談窓口事業 

【支援措置の追加】 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

【支援措置実施時期】 

令和３年度 

７ 
ウォーキングアプリ活用事

業 

【事業実施時期の変更】 

（令和２年度～→令和２年度～令和４年度） 

※事業終了 

８ 震災の語り部・震災学習 

【事業実施時期の変更】 

平成２３年度～令和３年度→平成２３年度～令和７年度 

【支援措置実施時期】 

平成２３年度～令和３年度→平成２３年度～令和６年度 

９ 《再掲》RebornArtFestival  

【支援措置の追加】 

宮城県先進的文化芸術創造拠点形成事業補助金 

【支援措置実施時期】 

平成２９年度～ 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

中心市街地活性化ソフト事業の対象となる新規事業を追加することにより、中心市街地の更なる

活性化が図られるとともに、ソフト事業に要する経費のうち５０％が特別交付税により措置される。  

また、事業の進捗状況に合わせた記載内容に変更することにより、市民に対する正確な情報発信

が図られる。 

※特別交付税措置（令和４年度１２，７４０千円、令和５年度見込み２１，７４９千円） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和６年１月 内閣総理大臣変更認定申請 

２月 内閣総理大臣変更認定予定 

⑨ その他 

石巻市中心市街地活性化協議会の事務局は、石巻商工会議所が担っている。 


